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はじめに 
 
 
 
 
本報告書は、改正労働契約法と改正高年齢者雇用安定法に関する求人企業の取り組み状

況や課題を調査し、二法の改正に対して求人企業がどのような対応を行ったか、そしてそ

の際にどのような課題があったのかについて検証したものである。 

 

2013年 4月に施行された労働契約法と高年齢者雇用安定法の改正は、企業の労務管理の

あり方に影響するものであった。 

改正労働契約法では、アルバイト、パート、契約社員など、職場での呼称にかかわら

ず、1年契約、6カ月契約など期間の定めのある有期労働契約について大きな改正があっ

た。具体的には、有期労働契約が反復更新される中で生じる雇止めに対する不安を解消

し、有期労働契約を理由として不合理になりがちな労働条件を改善するために、①無期労

働契約への転換、②「雇止め法理」の法定化、③不合理な労働条件の禁止、が謳われてい

る。 

改正高年齢者雇用安定法は、急速な高齢化の進行に対応し、高齢者が少なくとも年金受

給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として改正され

た。①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、②継続雇用制度の対象者を雇用

する企業の範囲の拡大、③義務違反の企業に対する公表規定の導入、④高年齢者雇用確保

措置の実施および運用に関する指針の策定等が謳われている。 

 

公益社団法人全国求人情報協会は、全国の求人情報誌・フリーペーパー・折込求人紙・

求人サイトを運営・発行する民間労働需給調整事業者の団体である。本協会は、求人者と

求職者を結ぶ求人情報提供事業者として、労働市場の実態およびその変化に強い関心を持

ち、長年にわたって各種の調査の実施や、よりよいマッチングの実現のための自主的な取

り組みを行ってきた。 

そして、今回の法の改正は、求人者の人事制度や人事施策ならびに求職者の職業選択行

動に大きな影響を与えることが予想されることから、2013年 6月「改正二法研究会」を発

足させ、調査研究を行ってきた。 

 

本研究会は、改正法施行直前の 2013年 3月と改正法施行後の 2013年 8月に調査を行

い、両調査の結果を 2013年 12月に報告書として発表した。2013年調査では、企業の人事

採用担当者を対象としたアンケート調査を実施し、二つの法の改正が企業の労務管理にど

のような影響を与えたかについて、①企業は法改正に対応したかどうか、②具体的な対応

はどういったものだったのか、③若年労働者など直接影響する予定のない労働者層に対し
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て法改正はどのような影響を与えたのか、といった観点から検証を行っている。その結

果、以下のような点が明らかになった。 

（ア）労働契約法は 8 割、高年齢者雇用安定法は 7割の企業で見直しを図っていたが、具

体的対応は企業によりまちまちであった。 

（イ）労働契約法は、契約更新の厳格化や抑制ばかりでなく、正社員登用の活用や新設な

どの対応も促していた。 

（ウ）高年齢者雇用安定法は、全世代の報酬見直しを進めていたが、新卒や中途採用の抑

制には限定的な影響しかなかった。 

 

ただし、2013年調査は改正法の施行後間もない時期に行われたため、まだ企業の対応が

定まっていないことに留意する必要があった。このため、本研究会は引き続き経過を観察

する必要があると考え、施行後 1年 8ヵ月が経過した 2014年 12月に再度の調査を行っ

た。今回の報告書は、この 2014年 12月調査結果を中心としてまとめた。 

結果を簡単にまとめると、改正高年齢者雇用安定法に関しては人事制度の見直しが着実

に進んでいるのに対して、改正労働契約法に関してはまだ対応を決めかねている企業もあ

り、二つの改正法への対応には差があることが見えてきた。また、高年齢社員が増えるこ

とや、有期契約労働者の無期転換や正社員登用によって、企業全体にポジティブな影響が

あると考える企業も少なくないことがわかった。ただしこの点については、人手不足感が

強まったことによる、一時的な傾向である可能性も否定できない。 

改正二法への企業の取り組みは、今後も様々な要因によって変化していくと考えられる。

引き続き観察していくことが必要だろう。 
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改正労働契約法の概要 
 

有期労働契約を長期にわたり反復更新した

場合における無期労働契約への転換などを法

制することにより、労働者が安心して働き続

けることが可能な社会の実現を図る。 

 

１．有期労働契約の期間の定めのない労働契

約への転換 

有期労働契約が５年を超えて反復更新さ

れた場合（※1）は、労働者の申込みによ

り、無期労働契約（※2）に転換させる仕

組みを導入する。 

２．有期労働契約の更新等（「雇止め法理」

の法定化） 

雇止め法理（判例法理）を制定法化す

る。 

３．期間の定めがあることによる不合理な労

働条件の禁止 

有期契約労働者の労働条件が、期間の定

めがあることにより無期契約労働者の労働

条件と相違する場合、その相違は、職務の

内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不

合理と認められるものであってはならない

ものとする。 

※1 原則として、6カ月以上の空白期間

（クーリング期間）があるときは、前の契約

期間を通算しない 

※2 別段の定めがない限り、申込時点の有

期労働契約と同一の労働条件 

 

公布日：2012年 8月 10日 

施行期日：2は 2012年 8月 10 日、1と 3 は

2013年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正高年齢者雇用安定法の概要 
 

少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、

高齢者、障がい者など働くことができる人す

べての就労促進を図り、社会を支える全員参

加型社会の実現が求められている中、高齢者

の就労促進の一環として、継続雇用制度の対

象となる高年齢者につき事業主が定める基準

に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保

措置を充実させる等の所要の改正を行う。  

 

１．継続雇用制度の対象者を限定できる仕組

みの廃止  

継続雇用制度の対象となる高年齢者につ

き事業主が労使協定により定める基準によ

り限定できる仕組みを廃止する。  

２．継続雇用制度の対象者を雇用する企業の

範囲の拡大  

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇

用される企業の範囲をグループ企業まで拡

大する仕組みを設ける。  

３．義務違反の企業に対する公表規定の導入 

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告

に従わない企業名を公表する規定を設け

る。  

４．高年齢者雇用確保措置の実施および運用

に関する指針の策定  

事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置

の実施および運用に関する指針の根拠を設

ける。 

５．その他  

厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年

齢に到達した以降の者を対象に、基準を引

き続き利用できる 12年間の経過措置を設

けるほか、所要の規定の整備を行う。 

 

公布日：2012年 9月 5 日 

施行期日：2013年 4月 1日 
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調査概要、回答者プロフィール 
 
 

 
◆回答者のプロフィール（n=500,単位％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 施行前調査 前回調査 今回調査 

調査対象 全国 1,500名の人事担当者 

全国 500名の人事担当者 

施行前調査回答者のうち、アルバイ
ト、パート、契約社員の採用担当者 

全国 500名の人事担当者 

うち前回からの継続回答者 258名、
新規回答者 242名 

調査期間 
2013年 3月 22日（金） 

～ 
3月 26日（火） 

2013年 8月 29日（木） 
～ 

9月 3日（火） 

2014 年 12月 5日（金） 
～ 

12 月 11日（木） 

調査目的 企業における改正された労働契約法と高年齢者雇用安定法の影響を把握する 

調査手法 インターネットを利用した WEB調査 
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塾・予備校・各種学校

農林水産業

印刷・写植・製本業
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0.6
30代

11.6

40代

32.2
50代

39.6

60代

16.0

年代

男性

91.6

女性

8.4

性別



8 

 

調査結果の要約 

 

 

 

＜改正労働契約法に関して＞ 

 

・労働契約法の改正により、人事制度の見直しを図った企業は 76.8％。前回調査から増えておらず、ま

だ対応を決めかねている企業もあると思われる。 

 

・対応策としては、正社員登用の制度の活用や新設が 2 割程度の企業で行われている。契約更新の厳格

化や抑制を行うと回答した企業は、前回調査に比べ減少した。 

 

・有期契約労働者の無期転換や正社員登用によって、長期勤続・定着や、有期契約労働者の働く意欲増大

など、ポジティブな影響があると考える企業が 5割弱ある。 

 

 

 

 

＜改正高年齢者雇用安定法に関して＞ 

 

・高年齢者雇用安定法の改正により、人事制度の見直しを図った企業は 80.4％。前回調査より 10ポイン

ト以上伸びており、見直しは着実に進んでいると考えられる。 

 

・対応策としては、60歳以降の報酬見直しが前回に引き続き 4割弱の企業で行われている。一方で新卒・

中途採用の抑制を行うとした割合は減少傾向にあるが、この点については人手不足感が強まっている

影響を受けている可能性がある。 

 

・継続雇用制度では、平均的な勤務時間は週 40時間という回答が約 6割。給与は減少する場合が 8割弱

である。 

 

・高年齢社員が増えることにより、現場力の強化や、技能継承の円滑化といったポジティブな影響がある

と考えている企業は 4割以上である。  
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Ⅰ.改正労働契約法への対応 

 

1.労働契約法の改正による人事制度見直しの状況 

 

見直し済み企業の数は 2013 年 8月時点から横ばい状態 

 

2013 年 4 月に施行された改正労働契約法による人事制度の見直し状況について、2014 年 12 月に実施

した今回調査では、「見直しを行い、新たな人事制度を設けた」4.0％、「見直しを行い、新たな人事制度

を設ける予定」11.0％、「見直しを行い、既存の人事制度に変更を加えた」12.2％、「見直しを行ったが、

既存の人事制度で問題ないので変更はない」14.4％、「見直し中」15.0％、「今後見直し予定」20.2％、「特

に見直しはしない」（問題がないから見直さない場合も含む）23.2％という結果になった。 

なお、施行直後の 2013 年 8 月に実施した前回調査では、既に見直し済みの企業は 50.8％、現在検討

中あるいは今後見直し予定の企業は 27.2％、実施予定なし 22.0％であり、さらに 2013 年 3 月に実施し

た施行前調査では、「既に見直しを行った」24.4％、「今後何らかの検討・見直しを行う」39.2％であった。

見直し対応した企業（見直し中、予定含む）は施行前 63.6％に対して前回 78.0％、今回 76.8％と横ばい

状態となっており、対応を決めかねている企業が多いのではないかと思われる。 

 

●図表 1 改正労働契約法による人事制度見直し状況の推移 

Ｑ.労働契約法の改正を受けた人事制度の見直しについて、現在の状況をお答えください。（n=500,単位=％） 
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はしない 
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た 

見 直 し を 行
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る予定 

見 直 し を 行

い、既存の人

事制度に変更

を加えた 

見直しを行っ

たが、既存の

人事制度で問

題ないので変

更はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既に見直しを行った

24.4

今後何らかの検討・見直しを

行う 39.2

見直しを行うか否かを含め、

現時点では未定

22.0

見直しを行う

予定はない

14.4

施行前調査

（2013年3月）

5.4

4.0

13.6

11.0

15.4

12.2

16.4

14.4

10.6

15.0

16.6

20.2

22.0

23.2

前回調査

（2013年8月）

今回調査

（2014年12月）

78.0％ 

76.8％ 

63.6％ 
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見直しの状況を従業員規模別に見ると、10～19 人の企業では見直し対応した割合（見直し中、予定含

む）が 72.4％であるのに対し、100人以上の企業ではいずれも 8割以上が見直し対応済み（見直し中、予

定含む）と回答している。法改正による人事制度の見直し状況は、従業員規模によって対応に差が出てい

ることが見て取れる。 

 

 

●図表 2 企業規模別／改正労働契約法による人事制度見直しの現状 

Ｑ.労働契約法の改正を受けた人事制度の見直しについて、現在の状況をお答えください。（n=500,単位=％） 
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16.1

13.3

23.2

27.6

31.7

23.5

19.4

14.5

15.0

全体

10～19人

20～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1000人以上

85.0％ 

85.5％ 

80.6％ 

72.4％ 
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見直し状況について「見直しを行い、新たな人事制度を設けた」「見直しを行い、新たな人事制度を

設ける予定」「見直しを行い、既存の人事制度に変更を加えた」と答えた人に制度の変更時期について

尋ねたところ、2014年度までに変更が完了する企業は 6割にとどまっている。一方で 2015年度に実施

予定と答えた企業が 33.8％とほぼ 3分の 1を占めており、このことからも改正労働契約法への対応はい

まだ進行中であることがわかる。 

 

 

●図表 3 改正労働契約法による人事制度の変更時期 

Ｑ.労働契約法の改正を受けて、人事制度を新設あるいは変更した（変更する）時期をお答えください。 

（n=136,単位=％） 

 

 

Ｑ. 高年齢者雇用安定法の改正を受けて、人事制度を新設あるいは変更した（変更する）時期

をお答えください。（n=210,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011

年度

2012

年度

2013

年度

2014

年度

2015

年度

2016

年度

2017

年度

2025

年度

変更時期（累計） 0.7 12.5 33.1 61.0 94.9 97.1 99.3 100.0

変更時期 0.7 11.8 20.6 27.9 33.8 2.2 2.2 0.7

0.7

12.5

33.1

61.0

94.9
97.1

99.3 100.0

11.8

20.6

27.9

33.8

2.2 2.2 0.7
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2.改正労働契約法への対応策 

 

無期転換ルールへの対応策は、「無期契約にするか 5年を超える前に判断」が多い 

 

次に、「見直しを行ったが、既存の人事制度で問題ないので変更はない」「特に見直しはしない」と回答

した企業にその理由を尋ねたところ、「有期契約労働者の適性を見て、無期契約にするか 5年を超える前

に判断しているため」が 25.5％で最も多かった。 

 

●図表 4 人事制度を見直さない理由 

Ｑ.見直しや変更をしない理由について、最もあてはまるものをお答えください。（n=188,単位=％） 

 

有期契約労働者

の適性を見て、

無期契約にする

か 5年を超える

前に判断してい

るため（予定を

含む） 

契約期間が通算

5年を超える労

働者から申し込

みがあった場合

は、全員を無期

契約に切り換え

る予定のため 

契約期間や更新

回数に上限があ

り、通算 5年を

超えることはな

いため 

労働者からの退

職により、通算

5年を超えるこ

とはないため 

有期契約で雇用

している労働者

がいないため 

法律の内容がよ

くわからないた

め 

その他 

 

 

 

 

一方、見直しを行った企業に対応方針を尋ねたところ、「有期契約労働者の適性を見て、無期契約にす

るか 5年を超える前に判断する」が 42.0％と最も多く、「有期契約が更新を含めて通算 5年を超えること

がないように運用する」17.9％が続いている。人事制度を見直さない理由（図表 4）と比較すると、「5年

を超える前に判断」するという企業が多くなっている。 

 

●図表 5 改正労働契約法への対応方針 

Ｑ.改正労働契約法への対応方針をお答えください。（n=312,単位=％） 

 

有期契約労働者の適性

を見て、無期契約にす

るか 5年を超える前に

判断する 

契約期間が通算 5年を

超えた労働者から申し

込みがあった場合は、

全員を無期契約に切り

換える 

有期契約が更新を含め

て通算 5年を超えるこ

とがないように運用す

る 

有期契約での雇い入れ

を行わないようにする 

対応方針は未定・わか

らない 

 

  

25.5 23.9 8.0 8.5 24.5 8.5 1.1

42.0 12.8 17.9 3.5 23.7
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改正労働契約法への対応にあたっての具体的な施策としては、「既存の正社員登用制度を活用する」が

23.2％で最も多い。また 2013 年 8月の前回調査で 46.9％だった「有期契約労働者の契約更新判断を厳格

化していく」は 22.6％に減少している。 

 

●図表 6 改正労働契約法への具体的な対応内容－前回との比較 

 

Ｑ.改正労働契約法への対応について、具体的な内容を教えてください。（今回調査 n=500・前回調査 n=318,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2

19.6

22.6

14.6

9.6

7.0

4.4

3.8

0.0

9.4

30.8

32.1

25.8

46.9

35.8

13.2

19.8

8.8

6.6

3.1

既存の正社員登用制度を活用する

有期契約労働者から正社員への登用制度を新設する

有期契約労働者の契約更新判断

（人物や働きぶり等の選別）を厳格化していく

有期契約労働者の更新を抑制していく

（回数上限や通算勤続上限等の設定含む）

有期契約労働者の1回あたりの契約期間を延ばし、

更新は原則行わないようにする

既存の正社員とは異なる限定正社員

（地域・職種限定等）の区分を新たに設ける

更新後5年超に到達する労働者が出ても、次の契約まで原則6ヵ月以上の

空白（クーリング）期間を設けて再度、活用する

有期契約労働者の活用を行わないようにする

その他

各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、

契約だけ無期へ移行させる（※今回新設）

いずれも行っていない

今回調査

前回調査
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3.無期転換の実態 

 

無期契約に切り換える際に重視する項目としては「実務経験（社内）」が最も多い 

 

「有期契約労働者の適性を見て、無期契約にするか 5年を超える前に判断する」という企業に、有期

契約労働者を無期契約に切り換える際に重視したい項目を聞くと、「実務経験（社内）」を 1位にあげる

企業が 27.9％で最も多く、他の項目を大きく上回った。また 4割の企業が「熱意・意欲」を 3位までに

あげており、「協調性」「コミュニケーション能力」「行動力・実行力」も 3割を超える企業が「重視す

る」と回答している。 

 

●図表 7 無期転換にあたり重視したい点 

Ｑ.有期契約労働者を無期契約に切り換える際に、重視したい点をお答えください。上位 3つをお答えください。ない

場合は特になしをお選びください。（n=179,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学歴
一般常識・

教養
資格

実務経験

（社内）

実務経験

（社外、前

職等）

実務経験

（社内外と

もに）

コミュニ

ケーション

能力

忍耐力

1位 2.8 3.9 10.1 27.9 7.3 14.0 6.1 0.0

2位 1.7 5.6 7.8 7.8 6.1 7.8 14.0 2.2

3位 1.7 2.2 5.0 4.5 1.7 4.5 14.0 3.4

2.8
3.9

10.1

27.9

7.3

14.0

6.1

0.0
1.7

5.6

7.8 7.8
6.1

7.8

14.0

2.21.7 2.2

5.0 4.5

1.7

4.5

14.0

3.4

熱意・

意欲
協調性

行動力・

実行力

理解力・

判断力

創造力・企

画力

キャリア

アップ志向
その他 特になし

1位 11.7 2.8 7.3 2.2 1.1 0.6 0.6 1.7

2位 14.0 14.5 9.5 5.6 1.1 0.6 0.0 1.7

3位 15.6 18.4 16.8 6.1 2.8 1.7 0.0 1.7

11.7

2.8

7.3

2.2
1.1 0.6 0.6

1.7

14.0 14.5

9.5

5.6

1.1 0.6 0.0

1.7

15.6

18.4

16.8

6.1

2.8
1.7

0.0

1.7
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2013年 4月から 2014年 9月末までの間に無期契約への転換を実施した企業を転換後の雇用形態ごと

にみると、正社員が 32.2％、職務内容や勤務地が限定されている限定正社員 15.0％、転換前の雇用形

態・就業条件のまま無期化したケース（無期パートなど）が 17.4％となり、正社員への転換を実施した

企業が最も多かった。 

 

●図表 8 無期転換の実績 

Ｑ.2013年 4月～2014年 9月末までに、下記のような形で無期契約に転換した有期契約労働者は何人いましたか。いな

かった場合は 0人とご記入ください。（n=500,単位=％） 

 

8-1 正社員への転換 

 

 

 

 

 

 

 

8-2 2013年 4 月以降に設けた限定正社員への転換 

 

 

 

 

 

 

 

8-3 同じ条件のまま無期契約への転換（無期パートなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.8

10.8 6.6 4.0 1.2 3.6 3.8 1.2 0.4 0.2 0 0 0.2 0.2

0人 1人 2人 3人 4人 5人～ 10人～ 20人～ 30人～ 50人～ 100人～ 200人～ 300人～ 400人～

85.0

6.0 3.2 1.2 0.4 1.4 2.0 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2 0

0人 1人 2人 3人 4人 5人～ 10人～ 20人～ 30人～ 50人～ 100人～ 200人～ 300人～ 400人～

82.6

6.6 2.0 3.2 0.4 1.2 2.0 1.0 0.8 0 0.2 0 0 0

0人 1人 2人 3人 4人 5人～ 10人～ 20人～ 30人～ 50人～ 100人～ 200人～ 300人～ 400人～

32.2％ 

15.0％ 

17.4％ 
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今後 5年程度の間における無期契約に転換する有期契約労働者の増減については、正社員、限定正社

員、無期パートなどの雇用形態にかかわらず、「大幅な増加」と「多少増加」の合計が「大幅減少」「多

少減少」の合計を上回っている。とくに、将来的に正社員への転換が増えると回答した企業が多い。 

 

 

●図表 9 無期転換の今後の見通し 

Ｑ.今後 5年程度で無期契約に転換する有期契約労働者は増える見込みですか、減る見込みですか。 

（n=500,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2

1.8

1.4

21.2

11.4

13.0

43.0

43.8

44.8

2.2

3.6

3.2

1.2

1.2

1.2

12.0

13.4

13.0

18.2

24.8

23.4

正社員への

転換

2013年4月以降に設けた

限定正社員などへの転換

同じ条件のまま

無期契約への転換（無期パートなど）

大幅な増加 多少増加 変わらない 多少減少 大幅な減少 わからない 現在、今後とも該当者なし
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4.無期転換の影響 

 

「長期勤務・定着が期待できる」などポジティブに受け止める企業が多い 

 

無期転換がもたらす影響として 10の項目をあげ、どの程度の影響が出ると思うかを聞いたところ、

「業務量の変動に伴う、労働条件の調整が困難になる」「正社員の新卒・中途採用が減る」を除く 8つ

の項目で「とても影響がある」「影響がある」の合計が「あまり影響はない」「まったく影響はない」の

合計を上回った。なかでも、「長期勤続・定着が期待できる」「有期契約労働者の働く意欲を増大でき

る」「技能の蓄積やノウハウの伝承が着実に図られるようになり、生産性が向上する」「要員を安定的に

確保できるようになる」はいずれも 4割が好影響を及ぼしていると回答しており、前向きに捉えている

企業が多いことがうかがえる。 

 

 

●図表 10 無期転換の影響 

Ｑ.有期契約労働者を無期契約に転換あるいは正社員登用することによる影響として下記が考えられますが、それぞれ

貴社ではどの程度の影響が出ると思いますか。（n=500,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても影

響がある 

影響があ

る 

どちらと

もいえな

い 

あまり影

響はない 

まったく

影響はな

い 

とても影響が

ある＋影響が

ある 

47.8 

47.0 

41.8 

41.4 

36.6 

33.6 

32.0 

29.2 

25.8 

25.0 

 

7.8

7.2

5.6

6.2

3.8

3.8

7.4

5.4

4.6

4.4

40.0

39.8

36.2

35.2

32.8

29.8

24.6

23.8

21.2

20.6

35.8

36.4

40.2

39.4

40.2

41.6

42.4

44.8

41.8

46.2

9.6

9.4

10.8

12.4

15.2

16.6

18.2

16.4

19.8

21.0

6.8

7.2

7.2

6.8

8.0

8.2

7.4

9.6

12.6

7.8

長期勤続・定着が期待できる

有期契約労働者の働く意欲を増大できる

技能の蓄積やノウハウの伝承が着実に図られるよう

になり、生産性が向上する

要員を安定的に確保できるようになる

職場の一体感が醸成される、職場の人間関係が良好

になる

既存の正社員をより高度な仕事に専念させることが

できる

雇用調整が必要になった場合の対処が困難になる

正社員と有期契約労働者の間の仕事や労働条件の調

整が困難になる

正社員の新卒・中途採用が減る

業務量の変動に伴う、労働条件の調整が困難になる



18 

 

無期転換の影響の受け止め方を、無期化（正社員化・限定正社員化・同条件無期化のいずれか）の実

績がある企業とない企業で比較したところ、いずれの項目についても実績がある企業の方が、実績がな

い企業よりもよい影響を感じていることがわかる。とくに「長期勤続・定着が期待できる」「有期契約

労働者の働く意欲を増大できる」「技能の蓄積やノウハウの伝承が着実に図られるようになり、生産性

が向上する」「要員を安定的に確保できるようになる」は 5割を超える企業が「とても影響がある」あ

るいは「影響がある」と回答している。 

 

●図表 11 実績の有無による無期化影響の捉え方の相違 

（n=500,単位=％） 
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どちらともいえない  あまり影響はない 

まったく影響はない 

7.8

3.7

13.8

40.0
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コラム 1．改正労働契約法への対応と採用状況 

 

改正労働契約法への対応として契約更新を厳格化している企業では採用状況が良好、正社員登用を

進めている企業では採用状況が厳しいという相関関係が見られる。 

 

改正労働契約法はすでにいる非正規雇用者の契約に影響するだけでなく、その対応によって新規の労

働力確保にも影響している可能性が考えられる。そこで改正労働契約法への実施対応策別に、正社員、

契約社員、アルバイト・パートの採用状況の違いをプロビット分析で確認した。「有期契約労働者の更

新抑制、または原則更新なし」「正社員への登用制度を新設する」といった対応策と、人手不足の状況

にどのような関連があるかを、産業・企業規模・業績といった要素をコントロールした上で評価するも

のだ。なおここでは、それぞれの雇用形態の者を「採用していない」と回答した企業や、「分からな

い」と回答した企業は分析対象から外している。 

図表 12 で統計的に意味のある関係がみられるのは、有期契約雇用者の更新抑制や原則更新しないなど

厳正な対応をとった企業ほど、正社員採用及びアルバイト・パートの採用状況が良いという点である。ま

た、正社員登用制度を新設した企業は、アルバイト・パートの採用状況が厳しいという関係性もみられ

る。 

ただしこのような関係性は、対応策の影響で採用状況が変わったというよりも、採用状況の影響で対応

策が変わってきているという可能性もある。例えばアルバイト・パートを補助的にしか活用していない

からこそ正社員やアルバイト・パート採用ができており、更新も厳格化しやすいという可能性がある。ま

たアルバイト・パートを基幹労働力として活用し採用していきたいが、それが厳しいからこそ正社員登

用制度を設けたとも考えられる。 

 

 

●図表 12 改正労働契約法への対応と採用状況に関する分析結果（回帰分析プロビットモデル、できていないを 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正社員をあまり、全く採用

できていない

契約社員をあまり、全く採

用できていない

アルバイト・パートをあま

り、全く採用できていない

有期契約労働者の更新抑制、または原則更新

なし
-0.135 -0.082 -0.114

有期契約労働者の契約更新判断を厳格化して

いく
0.003 -0.081 0

有期契約労働者から正社員への登用制度を新

設する
0.016 0.09 0.121

既存の正社員登用制度を活用する 0.063 0.053 0.087

限定正社員導入、また同契約のまま無期化 0.047 0.094 0.057

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2



20 

 

Ⅱ.改正高年齢者雇用安定法への対応 

 

1.高年齢者雇用安定法の改正による人事制度見直しの状況 

 

見直し対応した企業は 8割（見直し中、予定含む）、見直しは着実に進んでいる 

 

2013 年 4 月に施行された改正高年齢者雇用安定法による人事制度の見直しについて、2014 年 12 月に

実施した今回調査では、「見直しを行い、新たな人事制度を設けた」10.6％、「見直しを行い、新たな人事

制度を設ける予定」10.6％、「見直しを行い、既存の人事制度に変更を加えた」20.8％、「見直しを行った

が、既存の人事制度で問題ないので変更はない」20.4％、「見直し中」6.6％、「今後見直し予定」11.4％、

「特に見直しはしない」（問題がないから見直さない場合も含む）19.6％という結果になった。既に見直

しを実施済みの企業は 62.4％、現在検討中あるいは今後見直し予定の企業は 18.0％となり、8 割を超え

る企業が改正法へ積極的に対応している姿勢がうかがえる。 

また今回の結果を、2013年 3月の施行前調査、2013年 8月の前回調査と「見直し対応した企業（見直

し中、見直し予定含む）」を指標に比較すると、施行前 56.2％、前回 68.2％、今回 80.4％と着実に増え

ており、企業における見直しは終りつつあるとみられる。 

 

●図表 13 改正高年齢者雇用安定法による人事制度見直し状況の推移 

Ｑ.高年齢者雇用安定法の改正を受けた人事制度の見直しについて、現在の状況をお答えください。（n=500,単位=％） 
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次に、見直しの状況を従業員規模別に見ると、10～19人規模では見直し対応済み（見直し中、予定含

む）の企業は 63.2％だが、50人以上の企業ではいずれも 8割を超えており、従業員規模が大きくなる

ほど見直しが進んでいる傾向にある。また 10～19人の企業の 36.8％が「特に見直しはしない」と回答

している。 

 

 

●図表 14 従業員規模別／改正高年齢者雇用安定法による人事制度見直しの現状 

Ｑ.高年齢者雇用安定法の改正を受けた人事制度の見直しについて、現在の状況をお答えください。（n=500,単位=％） 
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見直し状況について「見直しを行い、新たな人事制度を設けた」「見直しを行い、新たな人事制度を

設ける予定」「見直しを行い、既存の人事制度に変更を加えた」と答えた人に制度の変更時期について

尋ねたところ、施行の翌年にあたる 2014年度に実施すると答えた企業が 27.6％と最も多く、2013年度

24.3％、2015年度 20.0％と続いている。累計すると、2015年度内に 9割を超える企業が制度変更を終

了することになり、このことからも見直しが着実に進んでいることが見て取れる。 

 

 

 

●図表 15 改正高年齢者雇用安定法による人事制度の変更時期 

Ｑ.高年齢者雇用安定法の改正を受けて、人事制度を新設あるいは変更した（変更する）時期をお答えください。 

（n=210,単位=％） 

 

 

Ｑ. 高年齢者雇用安定法の改正を受けて、人事制度を新設あるいは変更した（変更する）時期

をお答えください。（n=210,単位=％） 
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60.7 18.3 16.7 4.3

2.改正高年齢者雇用安定法への対応策 

 

対応策としては、継続雇用制度の利用が最も多い 

 

見直し状況について「見直しを行ったが、既存の人事制度で問題ないので変更はない」「特に見直しは

しない」と答えた人にその理由を聞いた。見直さない理由としては、「法改正前から定年後の継続雇用制

度を定めているため（対象者限定なし）」との回答が 33.5％で最も多く、「対象となる高年齢者がいない

ため」26.5％、「法改正前から定年の定めがないため」25.0％と続いている。 

 

●図表 16 人事制度を見直さない理由 

Ｑ.見直しや変更をしない理由について、最もあてはまるものをお答えください。（n=200,単位=％） 
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一方、見直し状況についてそれ以外の回答をした人に聞くと、高年齢者雇用安定法の改正を受けて実施

した雇用確保措置の内容としては、「定年後の継続雇用制度（対象者限定なし）を設けた」と回答した企

業が 60.7％と最も多い。一方、「定年をなくした」、「65歳以上へ定年を引き上げた」はいずれも 2割に満

たない。 

 

●図表 17 高年齢者雇用確保措置の内容 

Ｑ.高年齢者雇用安定法の改正を受けて、貴社で実施した（実施する）高年齢者雇用確保措置の内容について、最もあ

てはまるものをお答えください。（n=300,単位=％） 
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人事制度を見直さない理由を従業員規模別に見てみると、50～299人規模の企業の 50.8％、300人以

上の企業の 45.2％が「法改正前から定年後の継続雇用制度（対象者限定なし）を定めているため」をあ

げている。これに対して 10人～49人の企業では「法改正前から定年の定めがないため」が 34.9％と最

も多い。 

 

●図表 18 従業員規模別／人事制度を見直さない理由 

Ｑ.見直しや変更をしない理由について、最もあてはまるものをお答えください。（n=200,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、見直しを行った企業の雇用確保措置の内容についても従業員規模別に見ると、50 人～299 人の

企業では「定年後の継続雇用制度（対象者限定なし）を設けた」が 67.2％、300人以上の企業では 68.1％

と、いずれも 6割を超えている。これに対して 10人～49 人規模の企業では同項目は 45.2％にとどまり、

「定年をなくした」が 33.3％と 3分の 1を占めた。 

 

●図表 19 従業員規模別／高年齢者雇用確保措置の内容 

Ｑ.高年齢者雇用安定法の改正を受けて、貴社で実施した（実施する）高年齢者雇用確保措置の内容について、最もあて

はまるものをお答えください。（n=300,単位=％） 
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改正高年齢者雇用安定法への対応にあたっての具体的な施策としては、「60 歳以降の報酬見直し」が

37.2％と最も多く、次いで「60 歳以降の短時間勤務／ワークシェア制度の新設」20.8％となっており、

2013 年 8 月の前回調査結果と同様の傾向を示している。一方、「実施済み」「実施予定」の合計が 2-4 割

を超えていた「新卒採用の抑制」「中途採用の抑制」「若年層や中年層の報酬見直し」を実際に行ったとい

う回答はいずれも 1 割程度にまで減少しており、若年層や中年層への影響は限定的になっている。ただ

し、この点については人手不足感が強まった影響を受けている可能性があり、今後の動向に注意する必

要があるだろう。 

 

●図表 20 改正高年齢者雇用安定法への対応策 

Ｑ.改正高年齢者雇用安定法への対応策として、行ったものをお答えください。 

（今回調査 n=500・前回調査 n=233,単位=％,複数回答可） 
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3.継続雇用制度の実態 

 

継続雇用後の平均的な勤務時間は週 40時間という回答が約 6割 

 

高年齢者雇用確保措置として最も多く取り入れられている継続雇用制度の実態はどのようなものか。

継続雇用制度があると回答した企業に、その内容について聞いた。 

まず継続雇用後の雇用形態についてすべて尋ねると、「自社の正社員以外」（契約社員等）73.9％が最も

多く、次いで「自社の正社員」59.0％であった。最も多いケースでは、「自社の正社員以外」51.4％、「自

社の正社員」46.6％となる。また、65歳以上の勤務状況については、「本人が希望すればできる」18.9％、

「本人が希望し、会社が定める条件を満たせばできる」42.2％、「会社が個別に要請した場合できる」が

22.5％となっており、8割を超える企業がなんらかの形で 65歳以上の継続雇用を行っている。 

 

●図表 21 継続雇用後の雇用形態 

Ｑ.継続雇用後の雇用形態をお答えください。（n=249,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図表 22 継続雇用者の 65歳以上の勤務状況 

Ｑ.継続雇用者は、65歳以降も勤務し続けることができますか。（n=249,単位=％） 
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継続雇用後の仕事内容は「定年到達時と同じ仕事内容」が 89.2％で最も多く、勤務日・勤務時間につ

いては「週 5日勤務」78.7％、「1日 8時間勤務」69.9％、「週 40時間勤務」59.4％がそれぞれトップを

占めている。一方、年間給与額は定年到達時点と比較して「増加」・「変わらない」は 22.1％にとどま

り、｢減少｣が 8割にのぼっている。 

 

 

●図表 23 継続雇用者の仕事内容 

Ｑ.継続雇用者の仕事内容をお答えください。（n=249,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図表 24 継続雇用者の平均的な勤務日数・勤務時間数 

Ｑ.継続雇用者の、平均的な 1週間あたりの勤務日数と時間数はどの程度ですか。（n=249,単位 =％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図表 25 継続雇用者の年間給与水準 

Ｑ.継続雇用者の定年到達時と比べて、継続雇用後の年間給与（手当や賞与等を含む）はどの程度の水準になります

か。（n=249,単位=％） 
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4.8

7日 0.4勤務日数/1週間
20時間未

満 4.0

20時間以

上40時間

未満

27.7

40時間

59.4

40時間よ

り多い

8.8

勤務時間数/1週間

0.0
3.2 1.6 17.3 5.2 27.3 45.4

3割以上増加 1割以上3割未満増加 1割未満増加 変わらない 1割未満減少 1割以上3割未満減少 3割以上減少

減少 77.9％ 
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継続雇用者の１週間あたりの勤務日数および 1日あたりの勤務時間数を従業員規模別に比較したとこ

ろ、規模の小さい企業のほうが勤務日数・勤務時間ともにやや少なくなっている。従業員規模の小さい

企業の方が、高年齢者が柔軟な働き方を選択できる可能性がある。 

 

 

●図表 26 企業規模別／継続雇用者の平均的な１週間あたりの勤務日数 

Ｑ.継続雇用者の、平均的な 1週間あたりの勤務日数はどの程度ですか。（n=249,単位=％） 

 

 

 

●図表 27 企業規模別／継続雇用者の平均的な１日あたりの勤務時間数 

Ｑ.継続雇用者の、平均的な１日あたりの時間数はどの程度ですか。（n=249,単位=％） 

 

 

 

  

1日～4日 5日 6日～7日

10人～49人 23.8 66.7 9.5

50人～299人 11.8 84.5 3.6

300人以上 15.8 80.3 3.9

23.8

66.7

9.511.8

84.5

3.6

15.8

80.3

3.9

7時間以下 8時間 9時間以上

10人～49人 28.6 63.5 7.9

50人～299人 28.2 68.2 3.6

300人以上 19.7 77.6 2.6

28.6

63.5

7.9

28.2

68.2

3.6

19.7

77.6

2.6
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継続雇用後の働き方としては、定年到達時と同じ仕事内容・週 40時間勤務・給与水準は減少という

回答がそれぞれ最も多かったが、それらの関係性はどのようになっているのだろうか。下記のように

「同じ仕事内容・40時間以上」「同じ仕事内容・40時間未満」「違う仕事内容・40時間以上」「違う仕事

内容・40時間未満」に分けて給与の水準をみたところ、仕事内容は定年到達時と同じで勤務時間は週

40 時間以上だが、給与水準は下がるという回答が、全体の 41.4％だった。ただし、継続雇用前後で仕

事内容がまったく同一かどうかは明確ではなく、考慮が必要である。 

 

 

●図表 28 継続雇用後の仕事内容・1週間あたりの勤務時間数と、給与水準（n=249,単位=人・カッコ内％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
給与水準 

増加 変わらない 減少 

TOTAL 
249 

(100.0) 

12 

(4.8) 

43 

(17.3) 

194 

(77.9) 

定年到達時と同じ仕事内容 

週 40時間以上 

140 

(56.2) 

3 

(1.2) 

34 

(13.7) 

103 

(41.4) 

定年到達時と同じ仕事内容 

週 40時間未満 

53 

(21.3) 

6 

(2.4) 

5 

(2.0) 

42 

(16.9) 

定年到達時と違う仕事内容 

週 40時間以上 

30 

(12.0) 

1 

(0.4) 

2 

(0.8) 

27 

(10.8) 

定年到達時と違う仕事内容 

週 40時間未満 

26 

(10.4) 

2 

(0.8) 

2 

(0.8) 

22 

(8.8) 
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改正高年齢者雇用安定法が施行された 2013年 4月から 2014年 9月の間に継続雇用制度の対象者とな

る労働者がいた企業は 76.3％であった。また、実際に制度を利用した労働者がいた企業は対象者がいた

企業の 97.4％と大半を占め、対象者全員が利用した企業も 5割を超えている。 

 

 

●図表 29 継続雇用制度の対象者数 

Ｑ.2013年 4月～2014年 9月末に、継続雇用制度の対象となる高年齢者は何人いましたか。（n=249,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図表 30 継続雇用制度の利用者数 

Ｑ.また、そのうちの何人が制度を利用しましたか。（n=190,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図表 31 対象者に対する利用者の割合（n=190,単位=％） 
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0.5

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11～

20人

21～

50人

51人～

2.6 2.6
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今後 5年程度の間における 60歳以上の従業員の増減を尋ねたところ、「多少増加」が 48.4％で最も多

く、「大幅な増加」4.2％とあわせると、増加すると回答した企業は 5割を超える。これに対して「多少

減少」「大幅な減少」と回答した企業は１割に満たない。 

 

 

●図表 32 今後見込まれる 60 歳以上の従業員数 

Ｑ.今後 5年程度で、60歳以上の従業員は増える見込みですか、または減る見込みですか。（n=500,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 48.4 29.4 4.6

0.4

4.8 8.2

大幅な増加 多少増加 変わらない 多少減少 大幅な減少 わからない 現在、今後とも該当者なし



32 

 

4.改正高年齢者雇用安定法の影響 

 

「現場力の強化」「技能継承の円滑化」など、前向きに受け止める企業が多い 

 

改正高年齢者雇用安定法の施行による影響を尋ねたところ、「高年齢社員の残留による現場力の強

化」、「高年齢社員から若・中年層への技能継承の円滑化」の項目に対して「とても影響がある」「影響

がある」といったポジティブな受け止めを見せる企業が 4割を超えた。一方で、「60歳以降の報酬引き

下げ」や「高年齢社員の働き方や処遇のあり方の問題化」などの課題をあげる企業も少なくない。 

 

 

●図表 33 改正高年齢者雇用安定法による影響 

Ｑ.改正高年齢者雇用安定法への対応や、それに伴う社内組織および人事・処遇制度等の変更による影響として下記が考

えられますが、それぞれ貴社ではどの程度の影響が出ると思いますか。（n=500,単位=％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても影響

がある 
影響がある 

どちらとも

いえない 

あまり影響

はない 

まったく影

響はない 

とても影響

がある＋影

響がある 

45.2 

43.6 

36.8 

41.8 

25.4 

41.6 

36.4 

24.2 

23.0 

6.2

4.8

6.0

7.6

3.8

8.2

7.0

4.4

4.2

39.0

38.8

30.8

34.2

21.6

33.4

29.4

19.8

18.8

33.0

33.0

34.2

36.6

39.4

32.4

33.0

36.8

36.2

15.2

17.2

23.0

15.4

24.4

19.4

22.8

26.6

28.0

6.6

6.2

6.0

6.2

10.8

6.6

7.8

12.4

12.8

高年齢社員の残留による現場力の強化

高年齢社員から若・中年層への

技能継承の円滑化

人件費の増大

60歳以降の報酬引き下げ

若年層や中年層の報酬引き下げ

高年齢社員の働き方や

処遇のあり方の問題化

高年齢社員を配置する

職務・職場確保の問題化

中途採用の抑制

新卒採用の抑制
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コラム 2．改正高年齢者雇用安定法の若年・中年層への影響 

 

高齢者を雇用し続けることによる人件費増大を懸念する企業は「採用抑制」を、高齢者残留による

現場力の強化を期待する企業は「若年・中年層の報酬見直し」を実施している。 

 

高齢者の雇用を維持する政策が進められる際に問題となるのが、高齢層以外、特に若年層の雇用機会

が失われないかという点である。2006年の高年齢者雇用安定法の改正でも、「若年採用を抑制する傾向

が一部に観察された」(太田 2012*,p.72)という。 

今回の改正でも高齢者以外の層への影響が心配されるが、本調査の結果を見る限りでは、「新卒採用

抑制」や「中途採用抑制」、「若年や中年層の報酬見直し」を実施した企業はそれぞれ全体の 10％未満で

あり、それほど多くはない。 

そこでもう少し詳しく見るため、特にどのような企業でそれらの対応が実施されているかについて、

回答企業全体(n=500)を用いてプロビット分析を行った。図表 34は、「新卒採用抑制」や「中途採用抑

制」「若年や中年層の報酬見直し」を行っている企業の割合が、改正法の影響として感じている内容に

よってどの程度違うかを、産業・企業規模・業績といった要素をコントロールした上で評価しているも

のだ。たとえば「中途採用の抑制」をした企業の割合は、「人件費の増大」があると考える企業では、

考えない企業に比べて 5.4％ポイント高いことがわかる。 

統計的に意味のある関係がみられたのは、(1) 改正法が人件費増大に影響すると考えている企業ほど

採用抑制、特に中途採用抑制を実施している、(2) 高齢者残留が現場力強化に影響すると考えている企

業ほど若年・中年層の報酬見直しを実施する、ということである。一部の企業では、高齢者以外の層に

も影響が及んでいる可能性は残される。 

 

●図表 34 高齢者以外への影響に関するプロビット分析結果（回帰分析プロビットモデル,各実施企業を 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*太田聰一(2012)「雇用の場における若年者と高齢者」『日本労働研究雑誌』No.626: pp.60-74. 

  

新卒または中途採

用の抑制
新卒採用の抑制 中途採用の抑制

若年層や中年層の

報酬見直し

高年齢社員の残留による現場力の強化 0.016 0.016 0.008 0.115

高年齢社員から若・中年層への

技能継承の円滑化
0.016 0.021 0.021 -0.01

人件費の増大 0.053 0.034 0.054 -0.003

-0.05

0.05

0.15
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求人広告に見る高年齢者活用事例 

 

本研究会では、全国求人情報協会の会員を通じて、高年齢者の積極的な採用を行う企業の求人広告事

例をまとめた。人材不足の解消や、高年齢者の特性を活かすことを目的として、「高年齢者でもよい」

というだけではなく「高年齢者がよい」という求人ニーズを表現した事例が集まった。 

 

内容としては、高年齢者に応募を呼びかけるとともに、応募者のワークライフバランスに配慮して勤

務時間などの設定を行っている例が多く見られる。既存の業務を細分化・再統合することによって、い

ままであった年齢の壁を越えた新たな求人ニーズが顕在化してきている。 

また、高年齢者のこれまでの経験を活かす専門的な求人や、高年齢者ならではの柔らかい物腰や接遇

を期待した営業職や接客業務の求人、高年齢者を顧客層としてサービスの提供を同世代が行う高年齢者

to 高年齢者の求人といった積極的活用の考え方が出てきている。 
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  ＝過去の経験を活用    ＝高年齢者が高年齢者にサービス提供を行うもの    ＝ワークライフバランスへの配慮 

 

キー 

ワード 
高年齢者活用の背景 内容 

●運輸業 

 

ドライバーの点呼・運行管理補助の求人であるが、早朝の短時間

勤務、単純業務であることから現役世代よりも、長期間安定して

就業してきた実績のある定年退職者や 65 歳以上の高齢者層から

積極的に活用している 

「年齢・経験は一切不問 65歳以上で健

康な方も大歓迎」の表示で喚起している 

●小売業 

 

ドラッグストアのレジスタッフや品出しスタッフの募集で、60歳

以上を採用するために求人広告を掲載した。もともと応募者数の

減少対策として高齢者の採用に目を向けたが、今後の若年層減少

を補うために本格的に取り組むことになった。接客及びレジを全

般にできなくても、品出しだけを専任で行うスタッフとして採用

することもある 

「資格 60歳以上、定年退職者、年金受給

者歓迎 4～5時間程度の勤務 シルバー

層の積極採用を開始」などと表記して喚

起している 

 

ガソリンスタンドで、車検・整備業務の募集であるが、自動車整

備士不足や若年層の雇用が難しくなっていることを背景として、

車検整備のための整備士や、セルフスタンドの夜間勤務のできる

乙種免許を保持する高齢者層を積極的に採用している 

70歳超の採用者が「年齢は気にしないで

応募ください。私たちの年代でも十分活

躍できますよ」とコメントすることで喚

起している 

 

小売業のコールセンタースタッフは、消費者に安心感を与えるこ

とができること、経験を活かせることといったことから高齢者を

活用している。また、女性用ヘアウィッグの販売職募集は、美容

業界での人材不足により高齢者活用を目的としている 

「50～60 代の方が多数活躍中！定年退職

された方も活躍中」と記載して喚起して

いる 

●宿泊業 

 

ホテル館内設備のメンテナンススタッフ募集で、人材不足を少し

でも補えるように、高齢者も活躍している仕事であることを前面

に打ち出した 

午前中のみの仕事であること、年齢に関

係なく取り組める仕事であることをアピ

ールしターゲット層を採用 

●介護事業 

 

介護療養型施設の専門病院で診療放射線技師の募集。外来はほと

んどなくレントゲンは 1日 2枚～5枚ほどを撮影するだけである

ため、非常勤の放射線技師を募集。定年退職後の有資格者で、

「定年退職後も働きたい」「まだまだ働けると思っている」「取

った資格をもっと活かしたい」「のんびり出勤してのんびり仕事

がしたい」といった人物をターゲットに置いた 

「65歳まで勤務が可能です。定年を迎え

られる方、迎えられた方も歓迎いたしま

す」といった表記で喚起している 

●業務請負業 

 

業務請負業では、若年労働力の減少による採用コストの上昇や賃

金の「日払い」を求めるスタッフの増加など、事業運営で厳しい

状況におかれている事業主もあるが、業務案件の中から高齢者が

就業可能な業務を切り分け、高齢者活用を新しい事業の軸にして

いこうとする動きも見える 

「60歳以上の方、来てほしい。60代のス

タッフがイキイキと活躍中の職場」と表

記して喚起している 

 

高齢者専用賃貸住宅内での給食業務請負事業者の調理スタッフ募

集であるが、入居者の話し相手となることも期待して、同年代の

60代～70代を活用している。高齢に配慮して、無理なく働ける

よう 1 日 3～4時間程度の勤務体系を整備している 

「幅広い年齢層の方が活躍している職場

です（60代・70代の方も元気に活躍

中）」と表記して喚起している 

以下に、具体的な求人広告の例を挙げる。  
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   業種：ドラッグストア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)この事例は募集時点のものであり、この求人広告の募集は終了しています。所在地・電話番号は外しておりますの

で、企業へのお問い合わせ等はご遠慮ください。 

応募者数の減少対策として高齢者の採

用に目を向けたが、今後の若年層減少

を補うために本格的に取り組むことにな

った。応募資格でストレートに謳ってい

る。 
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    業種：ガソリンスタンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)この事例は募集時点のものであり、この求人広告の募集は終了しています。企業へのお問い合わせ等はご遠慮くださ

い。  

実際に勤務している高齢者が、「私たち

の年代でも充分活躍できますよ♪」と語

りかける表現手法は、自分の姿を重なり

合わせることができるため、文字だけよ

りもここで働きたいという気持ちをより喚

起させる。 
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   業種：給食請負業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)この事例は募集時点のものであり、この求人広告の募集は終了しています。企業へのお問い合わせ等はご遠慮くださ

い。 

  

高齢者専用賃貸住宅内での給食業務請
負事業者の調理スタッフ募集であるが、
入居者の話し相手となることも期待し
て、同年代の 60 代～70 代を活用してい
る。高齢に配慮して、無理なく働けるよう
1 日 3～4 時間程度の勤務体系を整備
し、「幅広い年齢層の方が活躍している
職場です（60 代～70 代の方も元気に活
躍中）」と表記して喚起している。 
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